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農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）促進等による
地域経済活性化のための取組について（概要）

地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化
し、相乗効果を発揮していくこととなるよう、農林水産省と経済産業省は、密接かつ有機的に連携をとり、以下の具体的取
組を推進。

平成１９年１１月３０日 農林水産省・経済産業省
趣 旨

Ⅰ 地域経済活性化のための「農商工
連携」促進等の取組

施策の相互活用の推進、施策の集中的実
施等により、地域産品等に関する販売促進・
新商品開発、地域産業におけるイノベーショ
ンの推進等を効果的に支援
•地域産品等に関する販売促進・新商品開発
•地域産業におけるイノベーションの推進
•地域における知的財産の「創造・保護・活用」の
更なる促進
•農業関連施策と中小企業関連施策の連携推進
•地域産品の輸出促進

Ⅱ「まるごと食べようニッポンブランド！」
「ニッポン・サイコー！キャンペーン」
の共同実施

国産農林水産品の消費拡大を図るため、
両省それぞれが所管する業界団体等に対し、
働きかけ等を実施し、国民的な運動への展
開を促進（11月下旬より既に取組を開始）

・ 現場訪問の実施
・ 店頭販売の実施
・ 小売関係業界団体、生産者団体等との 懇談
会の実施
・ 製造業・サービス業への働きかけ、優良事例
のＰＲ

Ⅲ 「農商工連携」のためのＰＲ等

両省が相互のネットワーク等を通じ、連携し
て「農商工連携」のためのＰＲを実施し、農
業・工業・商業の事業者等への普及啓発を
実施

・ 「立ち上がる農山漁村」の推進
・ 「農商工連携８８選」の作成

・ 「美しい森林づくり推進国民運動」の展開
・ 海外でのトップセールス 等

具体的取組

Ⅳ 法制度面等での検討

「農商工連携」、バイオ燃料の生産の促進について、必要に応じ、法制度も含めた支援の基本的枠組み
について引き続き検討

も り
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農商工等連携促進法について
～農林漁業と商業・工業等の産業間の壁を越えた連携促進による地域経済活性化の実現～

中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の

開発・販売促進等の取組を支援

・国から、中小企業者と農林漁業者が共同で行う新たな商品やサービス

の開発等についての計画の認定を受けた場合に、中小企業者と農林漁

業者に対して、事業資金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対する

税制等の支援を創設。

・両者のマッチングを行う公益法人・ＮＰＯ法人もあわせて支援。

※法的枠組みの整備のほか、農商工等連携関連予算として、２００億円超（平成２０年度予算案）を措置。（農水省・経産省合計）

農商工等連携促進法（H20.7.21施行）
（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律）

○近年、企業規模や業種、地域により景況に格差が見られる中、我が国が、地方を中心として元気を
取り戻し、活力ある経済社会を構築するためには、地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者
の活性化を図ることが重要である。

○このためには、中小企業者や農林漁業者が一次、二次、三次の産業の壁を超えて有機的に連携し、
互いの有するノウハウ・技術等を活用することで、両者の有する強みを発揮した新商品の開発や販
路開拓等を促進することが重要である。

○この点を踏まえ、政府としても、農林水産省と経済産業省が一体となって、中小企業者と農林漁業
者のつながりを応援し、それぞれの強みを十二分に発揮した事業活動を促進するための措置を講ず
る必要がある。

農林漁業と商業・工業等の産業間

連携（農商工等連携）を強化し、地

域経済を活性化するための法的な

枠組みを整備

提案理由
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主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣等）が、

農商工等連携事業・支援事業の認定基準等を策定

中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が共同で新商品

の開発等に取り組む事業計画を作成

○中小企業信用保険法の特例

○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

○食品流通構造改善促進機構の債務保証

○農業改良資金助成法等に基づく貸付対象を中小企業者へ拡大。償還期間・

据置期間を延長。

○設備投資減税制度の創設（７％の税額控除又は３０％の特別償却 ）

○中小企業者に対する低利融資制度の創設（中小公庫・国民公庫）

一定の要件を満たす公益法人又はＮＰＯ

が、農商工連携事業に取り組む事業者等

に対する指導・助言等の支援を行う計画

を作成

農商工等連携事業計画

目的：中小企業者の経営の向上及び農林漁業者
の経営の改善

○中小企業信用保険法の特例
（事業計画の認定を受けた公益法人又は特定非営利活動

法人は、中小企業信用保険の対象になる。）

農商工等連携支援事業計画

目的：中小企業者と農林漁業者との交流機

会の提供、中小企業者又は農林漁業

者に対する農商工等連携事業に関す

る指導、助言、その他の中小企業者

と農林漁業者との有機的連携の支援

支援措置

支援措置

申請 認定 申請 認定

農商工等連携促進法が支援する二つの事業スキーム

基本方針
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中小企業信用保険法の特例

＜保険料率（年額）＞
・百分の三以内において政令で定めるもの

現 行

＜貸付率＞・・貸付対象額の１／２以内 ＜貸付率の拡大＞・・貸付対象額の２／３以内

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

本法における特例

現 行 本法における特例

＜保険種類＞ ＜保証限度額＞
（１業者あたり）

＜填補率（年額）＞
・普通保険・・・・・・・・・・７０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保証限度額の拡大＞

（左記の現行保証限度額に加え、以下の特別枠を創設）

＜填補率（年額）の引き上げ＞
・普通保険・・・・・・・・・・８０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保険料率（年額）の引き下げ＞
・百分の二以内において政令で定めるもの

【保証限度額の合計】
≪現行の保証限度額（１業者あたり）
＋特別枠≫

・普通保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

・無担保保険

１，６億円以内

・特別小口保険

２，５００万円以内

・流動資産担保保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

【特別枠】

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例

現 行

＜対象者＞
・農業者、林業者、木材産業事業者、
沿岸漁業者

・これらの組織する団体

＜償還期間／据置期間＞
１０年以内／３年以内

＜対象者の拡大（左記に追加）＞

中小企業者（農業者等が実施する農業
改良措置 等を支援する取組（農業経営
に必要な施設の整備等））

＜償還期間／据置期間の延長＞
１２年以内／５年以内

課 税 の 特 例

現 行

機械等の取得・・・・・・・特別償却（３０％）
税額控除（７％）

本法における特例

本法における特例

制度創設

食品流通構造改善促進法の特例

現 行

＜支援対象＞

食品の流通の合理化・高度化を図る
ために必要な資金について、食品流
通構造改善促進機構による債務保証

＜支援対象の拡大＞

左の事業とは別に、農林漁業者と食品の
製造等を行う中小企業者が連携した取組
に必要な資金について、同機構による債
務保証

本法における特例

農商工等連携促進法に基づく主な支援措置
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基本的要件

「農商工等連携事業」の基本的要件

【１．有機的連携】 中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する事業であること

－「有機的に連携して実施する」とは、それぞれが、相手方は保有していないが自らは保有する経営資源を互いに持ち

寄り、連携事業期間を通じて、両者いずれもが主体的に参画すること

－「有機的連携」を担保するため、規約や契約書等において、連携事業の目標、経営資源の相互提供、費用負担・損

失の分担・収益の配分、遵守義務を明確化することが必要

【３．新商品の開発等】 新商品若しくは新役務の開発、生産・提供又は需要の開拓を行うものであること

－「新商品若しくは新役務（サービス）」とは、事業実施主体にとって、これまでに開発、生産したことのない新たな商品

又は役務であること、当該新商品・新役務の需要の開拓について市場で成り立つ見込みがあることが必要

【５．経営の向上・改善】 中小企業の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営の改善が実現すること

－中小企業者及び農林漁業者いずれも付加価値額が５年で５％（計画期間が４年の場合は４％、３年の場合は３％）

以上向上すること（従業員１人当たり付加価値額でも可） ※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

かつ
－中小企業者は、新商品・新役務の売上げによって、総売上高が５年で５％（計画期間が４年の場合は４％、３年の場
合は３％）以上増加する見込みであること

－農林漁業者は、 農商工等連携事業に係る農産物等の売上高が５年で５％（計画期間が４年の場合は４％、３年の場
合は３％）以上増加すること。ただし、従来取り扱っていない新規の作物等を導入する場合は事業として成り立つ売上
高となること

【４．計画期間】 原則５年以内とする。

５

【２．経営資源】 それぞれの経営資源を有効に活用すること

－「経営資源を有効に活用」とは、両者の有する設備、技術、個人の有する知識及び技能その他ビジネスノウハウ、

知的財産等が、本事業を実施するために具体的に示されていることが必要



【１．実施主体】 一般社団法人、一般財団法人及びＮＰＯ法人

－社員総会における議決権・表決権又は設立に際して拠出された財産の価額の２分の１以上を中小企業者が有してい

ることが必要

社団法人・財団法人の場合： 出資金額又は拠出された金額の１／２以上が中小企業者によるもの

※一般社団・財団法人法の施行(20.12.1)後は、
・一般社団法人：議決権の１／２以上を中小企業者が有しているもの
・一般財団法人：設立時に拠出された財産価額の１／２以上が中小企業者により拠出されているもの

ＮＰＯ法人の場合：表決権の１／２以上を中小企業者が有しているもの

－中小企業者、農林漁業者をはじめ、商工会議所、商工会、全国中小企業団体中央会、ＪＡ、ＪＡ全国中央会、公設試、
大学、一般社団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人等の関係機関とのネットワークを有していることが必要

基本的要件

「農商工等連携支援事業」の基本的要件

【２．事業の内容】中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連

携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する。

－計画期間内に５件以上の農商工等連携事業の形成を実現させること、又は５件以上の農商工等連携事業に対する指
導・助言を行うことにより、中小企業者及び農林漁業者が掲げた目標以上の成果を実現させることを目標とすること

【３．計画期間】 原則５年以内とする。

６



農林水産品そのものを商品とするもの 農林水産品を活用した商品
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農商工等連携促進法

（対象）①農林漁業者と中小企業者による連携＝双方が
経営資源を持ち寄って行う商品等の開発・生産・
販路開拓であること（単なる農林水産品の中小
企業による活用ではないこと）

②当該取組が両者の経営の向上に寄与するもの
であること＝一定の需要の見込みがあること

（例）長いもの供給・出荷体制の整備
周辺の複数の農協が、長いもの共同生産
体制を整備するとともに、地元の農機具
メーカーと連携し、大型貯蔵施設整備や
掘削機械改良等を行い、長いもの通年
供給・出荷体制を構築に成功。

（例）ワサビを活用した商品
ワサビ農家（Ａ）、食品会社（Ｂ）、建設会社（Ｃ）
が連携して、ワサビ風味カマボコやソーセージ等
の新商品を開発、販売。
ＡはＢ、Ｃの協力を得て、高品質なワサビを生産
管理し、ＢがＡと共同で、ワサビを活用した新商
品を開発し、販路開拓。

※ワサビの生産地域と加工場所は異なる

その他、
工業品など

新連携（新事業活動促進法）

（対象）①相当程度の需要の見込みがあること
②新たな事業分野の開拓であること

（例）缶詰製造業と調味料製造業が連携して、
サケの頭部から高機能性サプリメントを生成

農業者単独の取組については、

農林水産業支援法による支援

※地域資源が指定されている地域に限定される
※農産品の中で、地域内で相当程度、認識されている
物に限定される

※革新的な取組に限る

地域資源法

（対象）①相当程度認識された農産品の活用であること
②当該地域において生産が行われるものであること

（例）夕張メロンゼリー
地元の有名なメロンを活用して、
中小企業者が新たな新商品を開発・販売

農商工等連携法の位置付け

７

農林漁業
経営の改
善に資する
工業品等
の開発等



「農商工連携」の促進を通じた地域活性化（１０２．６億円）

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活性化につなげる
観点から、農林水産省と一層密接かつ有機的に連携をとり、以下の取組を推進していく。

・地域産品ＩＴ販路開拓支援事業＜3.0億円＞
地域特産品を販売するサイト（ショッピングモール）の立ち上げを支援し、地域の生産者に対し、廉価

に出店、直販できる、ＩＴを活用した販路の開拓を促す。

・ＩＴ経営応援隊＜3.0億円＞
中小企業者・農業者がＩＴ経営の実践を進めるためのＩＴコーディネータや地域ベンダ等による官民

連携ネットワークを構築し、研修活動、ベストプラクティス等の収集・普及活動、地域連携支援事業

を支援。

・電子タグやＩＴシステムの活用による

販売促進及び生産・流通管理＜2.0億円＞
電子タグなどＩＴを活用して地域特産品の生産・流通の効率化を図る先進的な取組が、全国各地に

幅広く展開されるようなシステム開発等を支援。

ＩＴ活用による生産性向上・販売促進

・中小企業地域資源活用プログラム＜28.0億円 ＞
地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、観光資源等）を活用して新事業に取り組む中小企業・

農業者等の取組を支援。

・新連携対策支援事業＜１１.0億円＞
中小企業者が異分野の事業者（他の中小企業、研究機関、ＮＰＯ等）と連携して新事業活動を行う

取組（「新連携」）に対して支援を行い、農商工連携を推進する。

・広域総合観光・集客サービス支援事業<1.5億円>
農商工連携による体験交流プログラムほか、これらの連携による地産地消型の新サービスの提供

を推進し、観光・集客サービスの競争力を強化。

・地域イノベーション協創プログラム＜10.0億円＞
地域の農業従事者等との有機的連携を通じつつ、農水産品を原材料として活用した新商品・新事
業開発を目指した実用化研究開発を実施。

・中小商業活力向上事業※<10.0億円>
空き店舗を利用した農産物販売のアンテナショップやコミュニティ施設の設置・運営等、商店街・
商工会議所や地域の民間事業者などによる農商工連携に向けた取組を支援し、商店街の活性化
を促進。
（※尐子高齢化等対応中小商業活性化事業より名称変更）

地域産品の販売促進・新商品開発の支援

・地域企業立地促進等補助事業＜11.0億円＞
企業立地促進法に基づき、農商工連携に資する企業立地を促進するために、地域が取り組む
基本計画の策定や人材育成事業を支援。

・地域企業立地促進等共用施設整備事業＜7.0億円＞
農商工連携に資する貸工場、貸事業場等の共用施設を整備する事業を支援。

企業立地による地域振興

・産学人材育成パートナーシップ事業＜2.5億円＞
地域の産業界と大学等の高等教育機関が連携し、地域の特徴を踏まえた農業と商工業の連携

等により地域課題の解決に貢献する中核的な役割を果たす人材を輩出する人材育成プログラム

の開発とその実証等を行う。

・中小企業ものづくり人材育成事業＜0.5億円＞
工業高校等と地元企業・農業者等産業界が連携して行うものづくり分野や農商工連携分野の

人材育成事業を支援。

・新現役チャレンジ推進事業＜5.0億円＞
製品開発やマーケティングなどのノウハウをもつ大企業退職者等を数年間に渡り集中派遣し、

地域における販路開拓等の取組を支援。

・村おこしに燃える若者等創出事業＜2.0億円＞
農商工連携等に資するコミュニティビジネスの担い手となる人材（村おこしに燃える若者等）

を発掘・育成する取組を支援。

・日本貿易振興機構事業（JETRO補助金等）＜5.5億円＞
日本貿易振興機構において、地域産品の輸出促進のため、品目別輸出会議の開催、主要輸出

市場における調査等を実施。

地域産品の輸出促進

地域における知的財産の保護強化

地域の人材の育成・交流

・農林水産関連知的財産の基礎づくり＜0.3億円＞
農林水産関係者に対し、特許、商標(地域ブランド)等に関連するセミナーを全国で開催すると

ともに、農商工連携分野における地方公共団体との連携モデル事業を実施する。

・農林水産関連知的財産の活用強化＜0.2億円＞
農林水産関係者に対し、産業財産権に関する無料相談会を全国で開催するとともに、企業等

訪問型の相談事業を数か所で新たに実施する。

経済産業省
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「農商工連携」の促進を通じた地域活性化 （総額約100億円）

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業等の産業間での連携(「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活
性化につなげる観点から、経済産業省と一層密接かつ有機的に連携をとり、以下の取組を推進していく。

・地産地消関連対策＜8.3億円＞
農業、商工業、観光業等が連携して、地域全体で地産地消に取り組む「地産地
消モデルタウン」の整備や、高齢者や小規模農家など多様な主体が活躍する農
産物直売所を中心としたモデル的な取組等を支援

・ＩＴ活用型営農成果重視事業＜0.8億円＞
精密農業技術を導入した栽培管理技術、環境負荷低減技術、経営効率化につ
ながる技術等を組み合わせて導入する「ＩＴ活用型営農」の構築を支援

・漁業再チャレンジ支援事業＜5.2億円＞
漁業分野への新規参入を促進し、漁業を担う人材の確保を図るため、漁村の
経営資源情報等の提供、漁業者(漁協等）と異業種事業者とのマッチングを図る

ためのフェアの開催、漁業外の異業種のノウハウを活用した漁業分野での起業
を支援

生産段階における支援

・食料産業クラスター展開事業＜6.1億円＞
地域の食品産業、農林水産業、その他関連産業等との連携による「食料産業ク
ラスター」の形成を促進し、国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡大等
を支援

・食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業＜1.5億円＞
食品製造業におけるＨＡＣＣＰ手法の導入や食品の全社的な品質管理体制づく
りを推進するための研修、セミナー、シンポジウム等の実施を支援

・輸出促進対策＜20.5億円＞
品目別の戦略的な輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・
日本食材の海外への情報発信等を総合的に支援

加工・販売段階における支援

・新たな農林水産施策を推進する実用技術開発事業
＜52.0億円の内数＞
農林水産業・食品産業の発展や現場の課題に対応した産学官連携による実用
技術等の開発を推進

・新需要創造対策＜6.3億円＞
公設試験研究機関、国公立大学等が開発した新品種、新技術を活用し、産地と
企業の連携による新食品・新素材の安定供給システムの確立を支援

研究・事業化段階における支援

農林水産省

この他に、

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金＜305億円の内数＞
農山漁村における生産基盤や生産機械施設、交流・体験施設等の整備を支援

・強い農業づくり交付金＜249億円の内数＞
高品質農畜産物の供給体制の確立を図るために必要な施設・機械等の整備を
支援

等を確保。
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農商工等連携促進法における支援の流れ

地域力連携拠点
商工会、商工会議所、県中央会、県中小企業支援
センター、ＪＡ，ＪＡ中央会など、全国約３１６箇所の
地域連携拠点が、経営相談や専門家派遣を行う

（※）事業化の段階に応じた多様な予算措置の例

連携して
新事業展開に取り組む

中小企業者と
農林漁業者

経
営
の
改
善

設備投資／生産・販売・需要開拓試作品開発／展示会出展等

設備投資減税

農
商
工

連
携
支
援

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等（無利子資金） 債務保証

農林水産業・食品産

業の発展等を図るた

めの産学官連携によ

る実用技術開発を競

争的資金により支援

ＩＴを活用した生産スタ

イルの構築など、異業

種のノウハウを活用し

た農林漁業者の経営

の効率化等を支援

試作品開発・展示会出展へ

の支援や、品質管理体制作

りの強化、生産加工ネット

ワークの構築など、具体的

な事業化段階での支援

空き店舗活用や特産品販売

サイトの立ち上げ、大企業

ＯＢ等によるマーケティング

に関するアドバイス、輸出促

進など、販路開拓を支援

低利融資

農商工連携
に対し指導・助言等の
支援を行うＮＰＯ，

公益法人

指導、アドバイス、セミナー開催等

信用保証の対象

事業計画作成

農政局・
経産局等
が認定

事業計画作成

食料産業クラスター協議会
全国４９ヵ所の地域の食料産業クラスター協議会において、地域の食品ﾒｰｶｰ
等の中小企業者と農林漁業者との連携を図るための出会いの場の設定や、
地域の農林水産物を活用した新商品の開発・販路拡大を支援

【①事業者への支援】

【②支援機関への支援】

ハンズオン支援事務局
各地域ブロック１０箇所に支援体制を整備し、専門家によるきめ細かな支援を実施

農政局・
経産局
が認定

(注） 部分は法律認定による支援 １０



経営支援情報
システム 等

地域力連携拠点の支援の流れ

経営診断による
状況把握

企業財務データの活
用等により

・経営指標分析

・同業種・規模で
比較

・将来見通しの提示

データ入力

データ活用

国等の支援施策

・政府系金融機関、信用保証、補助金

・ＪＥＴＲＯ等による海外進出支援 等

専門人材

（企業ＯＢ、コンサルタント、
中小企業診断士 等 ）

派 遣

地 域 力 連 携 拠 点
（コーディネーター）

コーディネーター候補：中小企業診断士、税理士、企業ＯＢ、優秀な経営指導員 等

新たな販路開拓
→ 流通業ＯＢ
→ マーケティング専門家等

事業転換
→ 弁護士・税理士
→ コンサルタント 等

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

システムの導入
→ ITコーディネータ等

ビジネスマッチング
→ 金融関係者
→ 技術指導員 等

悩む中小企業

・課題が見えない

・何か新しいことをしたい

・事業継続が不安

活 用

拠点に相談

○コーディネーターによる掘り起こし

○他機関との連携による案件発掘

パートナー機関 （金融機関、農協等）

業界団体

商工会・会議所

自治体 等

経営戦略の
立案

・経営力向上

・創業・新事業

・事業承継

・事業転換・再挑戦

※農商工連携もこのスキームのなかで支援

全国で３１６機関
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・ ５月１６日 法律成立

・ ５月２３日 法律公布

・ ５月３０日 地域力連携拠点の事業開始

・ ６月２日 基本方針の骨子に係る中小企業政策審議会審議（第１回）

・ ６月５日 施行令（政令）、施行規則（省令）に係るパブリックコメント

・ ７月２１日 法律、施行令、省令及び命令施行

・ ７月２４日～８月１日 基本方針に係る中小企業政策審議会審議（第２回）、農林水産省３審議会審議

・ ８月２０日 施行規則公布、基本方針の告示

・ ８月２０日以降 事業計画の申請受付開始

・ ９月２０日頃 事業計画の国による認定

・ ９月下旬以降 認定事業者向け補助事業募集開始

今後のスケジュール

１２


